大阪府条例第　　　号
　　　職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例
（職員の給与に関する条例の一部改正）
[bookmark: _Hlk211333617]第一条　職員の給与に関する条例（昭和四十年大阪府条例第三十五号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（初任給調整手当）
第十二条　（略）
　一　医療職給料表（一）の適用を受ける職員の職及びこれに準ずる職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの　月額二十五万三千百円
　二・三　（略）
２・３　（略）

（地域手当）
第十三条の二　（略）
２　（略）
　一　大阪府の区域　百分の十二・八
　二　前項の人事委員会規則で定める地域及び　公署　当該地域又は公署の所在する地域に在勤する国又は地方公共団体の職員に支給される地域手当の支給割合を考慮して百分の十八を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十三条の三　医療職給料表（一）の適用を受ける職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

第十三条の四　大阪府の区域若しくは第十三条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署（以下「大阪府の区域等」という。）に在勤する職員がその在勤する地域若しくは公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合（これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。）において、当該異動若しくは移転（以下「異動等」という。）の直後に在勤する地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合（同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下「異動等後の支給割合」という。）が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合（同項各号に掲げる割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下「異動等前の支給割合」という。）に達しないこととなるとき（異動等後の支給割合が百分の十二・八未満である場合に限る。）、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは公署が大阪府の区域等に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により地域手当を支給される期間を除き、第十三条の二の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間（次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合（異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合）以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下同じ。）、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は公署を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
　一　当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間　異動等前の支給割合（異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。以下同じ。）（異動等前の支給割合が百分の十二・八を超える場合にあつては、百分の十二・八）
　二　当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間（前号に掲げる期間を除く。）　異動等前の支給割合（異動等前の支給割合が百分の十二・八を超える場合にあつては、百分の十二・八）に百分の八十を乗じて得た割合
　三　当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間（前二号に掲げる期間を除く。）　異動等前の支給割合（異動等前の支給割合が百分の十二・八を超える場合にあつては、百分の十二・八）に百分の六十を乗じて得た割合

（通勤手当）
第十四条　（略）
２　（略）
　一　（略）
　二　（略）
　　イ・ロ　（略）
　　ハ　使用距離が片道十キロメートル以上十　　五キロメートル未満である職員　七千三百円
　　ニ　使用距離が片道十五キロメートル以上二十キロメートル未満である職員　一万四百円
　　ホ　使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員　一万三千五百円
　　ヘ　使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員　一万六千六百円
　　ト　使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員　一万九千七百円
　　チ　使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員　二万二千八百円
　　リ　使用距離が片道四十キロメートル以上四十五キロメートル未満である職員　二万五千九百円
　　ヌ　使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員　二万九千百円
　　ル　使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員　三万二千三百円
　　ヲ　使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員　三万五千五百円
　　ワ　使用距離が片道六十キロメートル以上　　である職員　三万八千七百円
　三　（略）
３―７　（略）

（宿日直手当）
第二十四条　（略）
２　宿日直手当の額は、前項の勤務一回につき六千九百円（人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、八千二百円）を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。
３　（略）
	（初任給調整手当）
第十二条　（略）
　一　医療職給料表（一）の適用を受ける職員の職及びこれに準ずる職のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められる職で人事委員会規則で定めるもの　月額二十五万二千四百円
　二・三　（略）
２・３　（略）

（地域手当）
第十三条の二　（略）
２　（略）
　一　大阪府の区域　百分の十一・八
　二　前項の人事委員会規則で定める地域及び　公署　当該地域又は公署の所在する地域に在勤する国又は地方公共団体の職員に支給される地域手当の支給割合を考慮して百分の十六を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合

第十三条の三　医療職給料表（一）の適用を受ける職員には、当分の間、前条の規定にかかわらず、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。



第十三条の四　大阪府の区域若しくは第十三条の二第一項の人事委員会規則で定める地域若しくは公署（以下「大阪府の区域等」という。）に在勤する職員がその在勤する地域若しくは公署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する公署が移転した場合（これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限る。）において、当該異動若しくは移転（以下「異動等」という。）の直後に在勤する地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合（同条第二項各号に掲げる割合をいう。以下「異動等後の支給割合」という。）が当該異動等の日の前日に在勤していた地域若しくは公署に係る地域手当の支給割合（同項各号に掲げる割合をいい、人事委員会規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合とする。以下「異動等前の支給割合」という。）に達しないこととなるとき（異動等後の支給割合が百分の十一・八未満である場合に限る。）、又は当該異動等の直後に在勤する地域若しくは公署が大阪府の区域等に該当しないこととなるときは、異動等の円滑を図るため、当該職員には、前条の規定により地域手当を支給される期間を除き、第十三条の二の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間（次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動等後の支給割合（異動等後の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該改定後の異動等後の支給割合）以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下同じ。）、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は公署を異にして異動した場合その他人事委員会の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事委員会の定めるところによる。
　一　当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間　異動等前の支給割合（異動等前の支給割合が当該異動等の後に改定された場合にあつては、当該異動等の日の前日の異動等前の支給割合。以下同じ。）（異動等前の支給割合が百分の十一・八を超える場合にあつては、百分の十一・八）
　二　当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間（前号に掲げる期間を除く。）　異動等前の支給割合（異動等前の支給割合が百分の十一・八を超える場合にあつては、百分の十一・八）に百分の八十を乗じて得た割合
　三　当該異動等の日から同日以後三年を経過する日までの期間（前二号に掲げる期間を除く。）　異動等前の支給割合（異動等前の支給割合が百分の十一・八を超える場合にあつては、百分の十一・八）に百分の六十を乗じて得た割合

（通勤手当）
第十四条　（略）
２　（略）
　一　（略）
　二　（略）
　　イ・ロ　（略）
　　ハ　使用距離が片道十キロメートル以上十　　五キロメートル未満である職員　七千百円
　　ニ　使用距離が片道十五キロメートル以上　　二十キロメートル未満である職員　一万円
　　ホ　使用距離が片道二十キロメートル以上二十五キロメートル未満である職員　一万二千九百円
　　ヘ　使用距離が片道二十五キロメートル以上三十キロメートル未満である職員　一万五千八百円
　　ト　使用距離が片道三十キロメートル以上三十五キロメートル未満である職員　一万八千七百円
　　チ　使用距離が片道三十五キロメートル以上四十キロメートル未満である職員　二万千六百円
　　リ　使用距離が片道四十キロメートル以上　　四十五キロメートル未満である職員　二万四千四百円
　　ヌ　使用距離が片道四十五キロメートル以上五十キロメートル未満である職員　二万六千二百円
　　ル　使用距離が片道五十キロメートル以上五十五キロメートル未満である職員　二万八千円
　　ヲ　使用距離が片道五十五キロメートル以上六十キロメートル未満である職員　二万九千八百円
　　ワ　使用距離が片道六十キロメートル以上である職員　三万千六百円
　三　（略）
３―７　（略）

（宿日直手当）
第二十四条　（略）
２　宿日直手当の額は、前項の勤務一回につき六千七百円（人事委員会規則で定める管理又は監督の業務その他特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては、七千九百円）を超えない範囲内で人事委員会規則で定める。
３　（略）

	
	


　　別表第一から別表第六までを次のように改める。














第二条　職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（義務教育等教員特別手当）
第二十四条の三　（略）
２　義務教育等教員特別手当の月額は、八千六百円を超えない範囲内で、職務の級及び号給（定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級）の別に応じ、人事委員会規則で定める校務類型に係る業務の困難性その他の事情を考慮して、人事委員会規則で定める。
３・４　（略）

（教職調整額）
第二十六条の三　義務教育諸学校等（学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校をいう。）に勤務する第二十四条の三第四項の教育職員（高等学校等教育職給料表又は小学校・中学校教育職給料表の適用を受ける者に限り、指導改善研修被認定者（教育公務員特例法第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって、当該認定の日から同条第四項の認定の日までの間にあるものをいう。）を除く。）のうちその属する職務の級がこれらの給料表の一級、二級又は特二級である者には、その者の給料月額の百分の十に相当する額の教職調整額を支給する。
２・３　（略）

　　　附　則

１―33　（略）
34　次の表の上欄に掲げる期間における別表第四イの備考３の適用については、同表の備考３中「30,700　」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。円

	令和八年一月一日から同年十二月三十一日まで
	11,500円

	令和九年一月一日から同年十二月三十一日まで
	15,400円

	令和十年一月一日から同年十二月三十一日まで
	19,200円

	令和十一年一月一日から同年十二月三十一日まで
	23,000円

	令和十二年一月一日から同年十二月三十一日まで
	26,900円


35　次の表の上欄に掲げる期間における別表第四イの備考３の適用については、同表の備考３中「23,000　」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。円

	令和八年一月一日から同年十二月三十一日まで
	3,800円

	令和九年一月一日から同年十二月三十一日まで
	7,700円

	令和十年一月一日から同年十二月三十一日まで
	11,500円

	令和十一年一月一日から同年十二月三十一日まで
	15,300円

	令和十二年一月一日から同年十二月三十一日まで
	19,200円


36　次の表の上欄に掲げる期間における別表第四ロの備考２の適用については、同表の備考２中「31,700　」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。円

	令和八年一月一日から同年十二月三十一日まで
	11,500円

	令和九年一月一日から同年十二月三十一日まで
	15,600円

	令和十年一月一日から同年十二月三十一日まで
	19,600円

	令和十一年一月一日から同年十二月三十一日まで
	23,600円

	令和十二年一月一日から同年十二月三十一日まで
	27,700円


37　次の表の上欄に掲げる期間における別表第四ロの備考２の適用については、同表の備考２中「24,200　」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。円

	令和八年一月一日から同年十二月三十一日まで
	4,000円

	令和九年一月一日から同年十二月三十一日まで
	8,100円

	令和十年一月一日から同年十二月三十一日まで
	12,100円

	令和十一年一月一日から同年十二月三十一日まで
	16,100円

	令和十二年一月一日から同年十二月三十一日まで
	20,200円


38　（略）
（教職調整額の特例）
39　次の表の上欄に掲げる期間における第二十六条の三第一項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
	令和八年一月一日から同年十二月三十一日まで
	百分の五

	令和九年一月一日から同年十二月三十一日まで
	百分の六

	令和十年一月一日から同年十二月三十一日まで
	百分の七

	令和十一年一月一日から同年十二月三十一日まで
	百分の八

	令和十二年一月一日から同年十二月三十一日まで
	百分の九


40―45　（略）
	（義務教育等教員特別手当）
第二十四条の三　（略）
２　義務教育等教員特別手当の月額は、八千円を超えない範囲内で、職務の級及び号給（定年前再任用短時間勤務職員にあつては、職務の級）の別に応じて、人事委員会規則で定める。


３・４　（略）

（教職調整額）
第二十六条の三　義務教育諸学校等（学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は特別支援学校をいう。）に勤務する第二十四条の三第四項の教育職員（高等学校等教育職給料表又は小学校・中学校教育職給料表の適用を受ける者に限る。）のうちその属する職務の級がこれらの給料表の一級、二級又は特二級である者には、その者の給料月額の百分の四に相当する額の教職調整額を支給する。




２・３　（略）

　　　附　則

１―33　（略）




























































34　（略）















35―40　（略）

	
	


　　別表第四を次のように改める。

（職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例の一部改正）
第三条　職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例（昭和三十九年大阪府条例第四十五号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（期末手当）
第二条　（略）
２　期末手当の額は、期末手当基礎額に、百分の百二十六・二五を乗じて得た額（給与条例第三条第一項第一号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの並びに同項第二号から第五号までに規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第五条第二項において「特定管理職員」という。）にあつては百分の百六・二五を乗じて得た額、給与条例第三条第一項第六号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員（以下「指定職給料表適用職員」という。）にあつては百分の六十七・五を乗じて得た額）に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち当該退職又は死亡の際に給与条例第二十九条第二項本文、第三項、第五項又は第六項に規定する職員であつたものについては、本文の規定により算出した額に当該各項に定める割合を乗じて得た額とする。
　一―四　（略）
３　地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の七十一・二五」と、「百分の百六・二五」とあるのは「百分の六十一・二五」と、「額、給与条例第三条第一項第六号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員（以下「指定職給料表適用職員」という。）にあつては百分の六十七・五を乗じて得た額」とあるのは「額」とする。
４―７　（略）

（勤勉手当）
第五条　（略）
２　（略）
　一　（略）
　　イ　ロに掲げる職員以外の職員　当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百六・二五（特定管理職員にあつては、百分の百二十六・二五）を乗じて得た額の総額
　　ロ　指定職給料表適用職員　当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百七・五を乗じて得た額の総額
　二　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員　当該職員の勤勉手当基礎額に百分の五十一・二五（特定管理職員にあつては、百分の六十一・二五）を乗じて得た額の総額
３―６　（略）
	（期末手当）
第二条　（略）
２　期末手当の額は、期末手当基礎額に、百分の百二十五を乗じて得た額（給与条例第三条第一項第一号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの並びに同項第二号から第五号までに規定する給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、人事委員会規則で定める職員を除く。第五条第二項において「特定管理職員」という。）にあつては百分の百五を乗じて得た額、給与条例第三条第一項第六号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員（以下「指定職給料表適用職員」という。）にあつては百分の六十六・二五を乗じて得た額）に、基準日以前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。ただし、基準日前一箇月以内に退職し、又は死亡した職員のうち当該退職又は死亡の際に給与条例第二十九条第二項本文、第三項、第五項又は第六項に規定する職員であつたものについては、本文の規定により算出した額に当該各項に定める割合を乗じて得た額とする。
　
　一―四　（略）
３　地方公務員法第二十二条の四第一項の規定により採用された職員（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の七十」と、「百分の百五」とあるのは「百分の六十」と、「額、給与条例第三条第一項第六号に規定する指定職給料表の適用を受ける職員（以下「指定職給料表適用職員」という。）にあつては百分の六十六・二五を乗じて得た額」とあるのは「額」とする。

４―７　（略）

（勤勉手当）
第五条　（略）
２　（略）
　一　（略）
　　イ　ロに掲げる職員以外の職員　当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に百分の百五（特定管理職員にあつては、百分の百二十五）を乗じて得た額の総額

　　ロ　指定職給料表適用職員　当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百六・二五を乗じて得た額の総額
　二　前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員　当該職員の勤勉手当基礎額に百分の五十（特定管理職員にあつては、百分の六十）を乗じて得た額の総額
３―６　（略）

	
	


（一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正）
第四条　一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成十三年大阪府条例第七十号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（給与の特例）
第五条　（略）
	[bookmark: _Hlk176285644]給料月額
	円
423,000
488,000
556,000
642,000
748,000
856,000

	号給
	
１
２
３
４
５
６


２　（略）
	給料月額
	円
352,000
390,000
420,000

	号給
	
１
２
３


３―６　（略）

（給与条例等の適用除外等）
第六条　給与条例第三条から第五条まで、第八条、第十一条から第十三条まで及び第十三条の五並びに職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例（昭和三十九年大阪府条例第四十五号）第五条の規定は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、適用しない。

２　第一号任期付研究員に対する給与条例第二十四条の二第一項、第二項、第三項第一号イ及び同項第二号イ並びに第二十五条の二第二項の規定の適用については、給与条例第二十四条の二第一項中「人事委員会規則で指定する職にある職員」とあるのは「人事委員会規則で指定する職にある職員、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成十三年大阪府条例第七十号）第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員」と、同条第二項中「人事委員会規則で指定する職にある職員」とあるのは「人事委員会規則で指定する職にある職員、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員」と、同条第三項第一号イ及び同項第二号イ並びに第二十五条の二第二項中「人事委員会規則で指定する職にある職員」とあるのは「人事委員会規則で指定する職にある職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員」とする。
３　第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対する職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の百七十五」と、同条第五項中「同項第二号から第五号までに規定する給料表」とあるのは「同項第二号から第五号まで並びに一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成十三年大阪府条例第七十号）第五条第一項及び第二項に規定する給料表」とする。
	（給与の特例）
第五条　（略）
	給料月額
	円
414,000
478,000
545,000
629,000
733,000
838,000

	号給
	
１
２
３
４
５
６


２　（略）
	給料月額
	円
345,000
382,000
411,000

	号給
	
１
２
３


３―６　（略）

（給与条例等の適用除外等）
第六条　給与条例第三条から第五条まで、第八条、第十一条から第十三条まで、第十三条の五及び附則第十一項の規定並びに職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例（昭和三十九年大阪府条例第四十五号）第五条の規定は、第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員には、適用しない。
２　第一号任期付研究員に対する給与条例第二十四条の二第一項及び第三項第一号イ並びに第二十五条の二第二項の規定の適用については、給与条例第二十四条の二第一項中「人事委員会規則で指定する職にある職員」とあるのは「人事委員会規則で指定する職にある職員、一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成十三年大阪府条例第七十号）第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員」と、同条第三項第一号イ及び第二十五条の二第二項中「人事委員会規則で指定する職にある職員」とあるのは「人事委員会規則で指定する職にある職員及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第三条第一号の規定により任期を定めて採用された職員」とする。






３　第一号任期付研究員及び第二号任期付研究員に対する職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例第二条第二項及び第五項の規定の適用については、同条第二項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の百七十二・五」と、同条第五項中「同項第二号から第五号までに規定する給料表」とあるのは「同項第二号から第五号まで並びに一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成十三年大阪府条例第七十号）第五条第一項及び第二項に規定する給料表」とする。

	
	


（一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）
第五条　一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成十四年大阪府条例第八十六号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（特定任期付職員の給与の特例）
第七条　（略）
	給料月額
	円
402,000
450,000
506,000
574,000
653,000
763,000
895,000

	号給
	
１
２
３
４
５
６
７


２―４　（略）

第八条　（略）
２　（略）
３　特定任期付職員に対する職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例（昭和三十九年大阪府条例第四十五号）第二条第二項及び第五項並びに第五条第二項第一号イの規定の適用については、第二条第二項中「百分の百二十六・二五」とあるのは「百分の九十六・二五」と、同条第五項中「同項第二号から第五号までに規定する給料表」とあるのは「同項第二号から第五号まで及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成十四年大阪府条例第八十六号）第七条第一項に規定する給料表」と、第五条第二項第一号イ中「百分の百六・二五」とあるのは「百分の八十八・七五」とする。
４　（略）
	（特定任期付職員の給与の特例）
第七条　（略）
	給料月額
	円
393,000
440,000
495,000
562,000
639,000
747,000
876,000

	号給
	
１
２
３
４
５
６
７


２―４　（略）

第八条　（略）
２　（略）
３　特定任期付職員に対する職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例（昭和三十九年大阪府条例第四十五号）第二条第二項及び第五項並びに第五条第二項第一号イの規定の適用については、第二条第二項中「百分の百二十五」とあるのは「百分の九十五」と、同条第五項中「同項第二号から第五号までに規定する給料表」とあるのは「同項第二号から第五号まで及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成十四年大阪府条例第八十六号）第七条第一項に規定する給料表」と、第五条第二項第一号イ中「百分の百五」とあるのは「百分の八十七・五」とする。
４　（略）

	
	


（職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正）
第六条　職員の特殊勤務手当に関する条例（平成十年大阪府条例第四十一号）の一部を次のように改正する。
　　次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に傍線で示すように改正する。
	改正後
	改正前

	
	

	（教員特殊業務手当）
第十八条　（略）
２　（略）
	業　務
	区　　分
	手 当 の 額

	前項第一号に掲げる業務
	一　週休日又は指定日等において、従事した時間が四時間以上であるとき。
	八、〇〇〇円（前項第一号イに掲げる業務であって、被害が特に甚大な非常災害の際に当該業務が行われた場合（人事委員会規則で定める場合に限る。）にあっては、その額にその百分の百に相当する額を加算した額）

	
	




二・三　（略）
	（略）

	
	





四・五　（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）



	（教員特殊業務手当）
第十八条　（略）
２　（略）
	業　務
	区　　分
	手 当 の 額

	前項第一号に掲げる業務
	
















	

	
	一　週休日又は指定日等において、従事した時間が七時間四十五分以上であるとき。
二・三　（略）
	（略）

	
	四　週休日又は指定日等において、従事した時間が五時間以上七時間四十五分未満であるとき。
五・六　（略）
	（略）

	（略）
	（略）
	（略）




	
	


　　　附　則
（施行期日等）
１　この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第六条並びに附則第四項、附則第五項及び附則第六項の規定は、令和八年一月一日から施行する。
２　第一条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「第一条改正後給与条例」という。）、第三条の規定による改正後の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例（以下「新期末勤勉手当条例」という。）、第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（以下「新任期付研究員条例」という。）及び第五条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例（以下「新任期付職員条例」という。）の規定は、令和七年四月一日から適用する。
（内払）
３　第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第三条の規定による改正前の職員の期末手当及び勤勉手当に関する条例、第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例又は第五条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて令和七年四月一日以後の分として支給された給与は、それぞれ第一条改正後給与条例、新期末勤勉手当条例、新任期付研究員条例又は新任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。
（号給の切替え）
４　令和八年一月一日（以下「切替日」という。）の前日において、第二条の規定による改正前の職員の給与に関する条例別表第四の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給（以下「新号給」という。）は、切替日の前日においてその者が受けていた号給（以下「旧号給」という。）に応じて同表に定める号給とする。
（切替日前の異動者の号給の調整）
５　切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において当該職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
（特定の職員の昇給の号給数の調整）
６　切替日以後の昇給において第二条の規定による改正後の職員の給与に関する条例（以下「第二条改正後給与条例」という。）第五条第九項又は第十項の規定の適用を受ける職員の切替日以後における同条第五項の規定により決定する昇給の号給数については、同条第九項又は第十項の規定にかかわらず、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
（教職調整額に関する経過措置）
７　第二条の規定の施行の日（以下「施行日」という。）前に教育公務員特例法（昭和二十四年法律第一号）第二十五条第一項の規定による認定を受けた者であって施行日の前日までに同条第四項の認定を受けていないものが当該認定を受けるまでの間における当該者に対する職員の給与に関する条例の規定による教職調整額並びに時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、第二条改正後給与条例第二十六条の三第一項及び第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
（委任）
８　附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
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